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第６回東京弁護士会市民会議議事録 
 
１ 日 時  2005（平成 17）年 9月 26日（月）午後 3時 30分～5時 30分 
  
２ 場 所  弁護士会館 5階 502AB会議室 
 
３ 議 事  東京弁護士会ホームページについて 
 
出席者 
 〔委員〕 
  阿部一正、岡田ヒロミ、紙谷雅子、長友貴樹、藤森研 
 〔弁護士会〕 
  会 長 柳瀬康治 
  副会長 川合善明、伊藤茂昭、桒原周成、冨田秀実、安井規雄、塩川治郎 
  嘱 託 小川義龍（広報室）、中島美砂子（広報室） 
事務局 小林博隆（局長）、青木静江（次長） 

（以上、敬称略） 
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（開会 午後 3時 30分） 
【川合善明副会長】 第 6 回東京弁護士会市民会議を始めたいと思います。本
日は、委員の皆様方お忙しい中お運びいただきましてありがとうございます。

本日第 6回の市民会議におきましては、「東京弁護士会ホームページについて」
を議題にして委員の皆様方のご意見を頂戴したいと考えております。 
 今ここにプロジェクターをセットしてございますが、まずこの 9 月に新しく
リニューアルされた東京弁護士会のホームページをご覧いただきながら若干の

ご説明を申し上げまして、その後に委員の皆様方からいろいろご意見を頂戴し

たいと考えております。これから後は議長の紙谷さん、よろしくお願いします。 
【議長・紙谷雅子委員（学習院大学法学部教授）】 では、まず見せていただい

てよろしいでしょうか。 
【小川義龍嘱託（広報室）】 東京弁護士会広報室嘱託の小川義龍でございます。

よろしくお願い申し上げます。長年、東京弁護士会のホームページ、ＩＴ関係

の広報を担当しておりますため、今回リニューアルをいたしましたホームペー

ジについて私の方からご説明を申し上げたいと思います。全般的に網羅的にご

説明をしますので質問等は後ほど承ることとしまして、30 分かそれ以上ぐらい
専らお話をすることになりますがご容赦願いたいと思います。 

（※以下、映写しながら説明） 
 今、画面に映っておりますのが、リニューアルされました東京弁護士会の新

しいホームページのトップページです。東京弁護士会のホームページは平成９

年に立ち上げまして、私の知るところでは全国で 2 番目にホームページを立ち
上げた単位会というか、日弁連にも先駆けていますので弁護士会としては全国

で 2 番目であると思います。ちなみに 1 番目は、第二東京弁護士会でございま
したけれども、それに遅れること数ヵ月程度の期間で東京弁護士会もホームペ

ージを立ち上げた。ホームページの立ち上げの当初からのスタンスとして、東

弁としてはデザインとか永続性とかこういったものを業者委託、アウトソース

をして維持していこうと、こういう発想で進めてまいりました。ちなみに当時、

最初にホームページをつくった二弁は、弁護士委員の手作りでホームページを

つくるというコンセプト、今は既に違うんですがそういう前提で進めていまし

たので、若干その辺で発想が違った。ちなみに現在ホームページというのは、

業者委託をして専門的な、かつデザインセンスもいいものをつくっていくとい

うのがいわば当たり前になってきていますので、そういう意味では東京弁護士

会は当初から今に通用するコンセプトでホームページを立ち上げてきた、こう

いうふうに自負をしておるところでございます。 
 平成 9年に立ち上げをしまして、4年前にそのホームページのリニューアルを
いたしました。それがつい先日まで公開をされていた旧ホームページです。旧

ホームページのトップページは、今ご覧いただいているようなトップページで
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ございました。この 4 年前にリニューアルをした東京弁護士会のホームページ
は、当初立ち上げのホームページを全面刷新（コンテンツ、メニューの改装、

デザイン等）をして、かつ、当時、一般市民向けにつくっていたホームページ

を会員向けにもホームページとして使えるようにしようということで、一般ペ

ージと会員ページの 2 つに分けた。こういった点に特色のあるリニューアルで
ございましたが、このホームページに対しては、なお情報の検索性が悪いので

はないか、市民向けになっていないのではないか、操作性が悪い、コンテンツ

が充実していない等、様々なご意見が寄せられました。その中で特に重要だと、

つまり対応が急務であると考えられたものが「操作性の改善」という点でござ

いました。後ほどまた個別に追ってご説明申し上げますけれども、旧来のホー

ムページも業者委託をして専門的な観点でつくってもらったものではありまし

たが、相当に弁護士会の委員の個別の意見であるとか、弁護士会の委員会の個

別の意見であるとか、法律相談センターの意見であるとか、そういったものを

全てそのまま盛り込んで、言い方は悪いですがつぎはぎでつくってしまった面

もなきにしもあらずでありまして、その結果、コンテンツはどんどん増えては

いったんですけれども操作性が悪い、という結果に至ってしまったということ

であります。したがって、操作性の改善というものを最大のポイントとして今

回のリニューアルのプロジェクトを開始したということであります。 
 今回新しくできましたホームページは、今月の 9月 15日に公開をされて現に
今運用されております。このホームページですが、まず今回のリニューアルの

コンセプトは、基本的には先ほど申し上げましたとおり「検索性の向上」とい

うところがポイントになっております。検索性が向上するということは、とり

もなおさず市民に対するわかりやすい情報提供、それから会員サービスが拡充

される、というところに至るわけですから、基本的には操作性を向上する。操

作性というのは、プログラム的なものだけではなくて、デザインのレイアウト、

印象、イメージ等、こういったもの全般にわたる点ということになります。今

回のリニューアルは、いわゆるコンテンツ、つまり中身の文章や内容、主に文

章として書かれている部分ですけれども、この部分は旧来のホームページの内

容をそのまま踏襲しております。したがって、コンテンツが大幅に刷新されて

いるということはありませんので、各項目を見ていけば旧来のホームページと

同じような内容が載っているということになります。コンテンツについては

日々更新をして増やしていくべきものですので、このリニューアルに際して一

気に増やすことは現実的に不可能ですから、今後もまた日々拡充をさせていく

予定ではありますけれども、今回は、コンテンツの大幅刷新、大幅増加という

ことではなくて、「デザイン、操作性の拡充」という観点でこれからまたご覧い

ただきたいと思います。 
 まず、このトップページが一般向けのページ、一般市民が東京弁護士会を検
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索したときに、まず目に入るページです。このトップページで、まず最大のリ

ニューアルポイントは、一番上部のところに、「相談する」「お知らせ」「東京弁

護士会とは」という青い横のバーがあります。これを「ナビゲーション・バー」

と言いますけれども、このナビゲーション・バーを新設したというところであ

ります。これが、要するにホームページ全体にいかに速く目的の場所に到達で

きるか、というふうにするための１つのポイントになるわけです。ただ、これ

はもちろん東京弁護士会がアイデアとして初めて採用したというわけではなく

て、多くの企業であるとか最近のホームページというのは、大体上部に横並び

の形でナビゲーション・バーというものを設けて検索性を向上させる。こうい

うのがいわばもうお約束のようになっていますので、それに則ったというもの

です。また、ホームページの下の部分にも同じように「相談する」「お知らせ」

「東京弁護士会とは」というふうに横にメニューが並んでいまして、更にその

下に分類が書かれています。このように、メニューの更にその下のメニュー、

こういったものもトップページの中にすぐに一覧できるようにした、というこ

とであります。 
 これは従来のホームページと比較をさせていただくとわかりますが、従来の

ホームページも、トップページに一応メニュー画面はありましたけれども、「コ

ンテンツ」と書かれた下に縦並びに 10項目ぐらいメニューがあるだけだったわ
けです。そのメニューの上をポイントすると右側に更にサブ・メニュー、まぁ

一番左側が大分類であるとすれば右側に中分類がポップアップする。マウスを

置くと出てくるという形態でしたが、そもそも一番左側の大分類自体がむしろ

中分類的な、余り分類されていないような、ただ並べたような形になっている

ために、これがどうも一覧して目的のページに辿り着きにくいのではないかと

いう反省がありましたので、今回は非常にシンプルな形で大分類を設けまして、

その下に中分類としてある程度細かな内容を設ける。その大分類というのが「相

談する」「お知らせ」「東京弁護士会とは」、大きく分けるとこの 3 つですね。3
つの大分類、プラスアルファとして右側に「司法修習生のページ」と「法律事

務職員のページ」という、一般市民というよりももう少し限定された対象向け

のものを付けたと。ですから大分類としては「相談する」「お知らせ」「東京弁

護士会とは」というこの 3 つに絞った、という点も特色の 1 つになろうかと思
います。 
 この大分類 3 つの中で、一番左側の一等地を「相談する」というメニューに
したのはどうしてかといいますと、弁護士会のホームページに一体どういう検

索用語で辿り着いてきているかというのは分析することができますが、その分

析によると、やはり法律相談、何かの具体的問題を相談したいということで弁

護士会のホームページに辿り着いてきているという市民の方が多いわけです。

そうすると、本来であれば一番左の一等地には「東京弁護士会とは」という弁
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護士会の紹介が入るべきところですが、そうではなくてやはり市民の方が来て

パッと目に付く。その多くの市民がやはり法律相談をしたくて東京弁護士会の

ホームページに来ているという傾向があるようですので、目立つところに「相

談する」と。しかもこれを「法律相談」という形ではなくて、単に普通の一般

用語の「相談する」、こういう形で表現をしたのは今回のリニューアルの１つの

特色になっています。また、「法律相談」ではなくて「相談する」としたのは、

単に「法律相談」だけではなくて、例えば弁護士の検索、弁護士への苦情、弁

護士費用がどうである等、そういった法律相談以上の、もう少し大きな、もう

およそ弁護士会に聞いてもらってオーケーですよという相談項目は全部ここに

網羅されている。ですから「相談する」をワンクリックすれば、何か相談した

い事項が大概は出てくる。こういう形で括ってあるわけです。旧来のホームペ

ージはこの点が、「法律相談」というメニューがあり、また「弁護士検索」とい

うメニューがあり、「弁護士会へのご質問」というメニューがあり、市民が弁護

士会に対して何かを問いかけたいという場合にもメニューが 3 つあって、それ
ぞれをクリックしないと実は目的のページに辿り着けないということもあり得

たわけです。ここがやはり検索性の悪さ、操作勝手の悪さにつながっていたと

いうふうに認識しましたので、やはり市民の観点に立って、1つをクリックすれ
ば全部行くという方式がいいのではないかということで、メニューの今回のリ

ニューアルになったという次第であります。 
 次に情報量ですが、トップページというのは各ホームページの顔になります

ので、いろいろな情報を沢山載せたいという傾向がありがちだろうと思います。

これがリニューアルされた東京弁護士会のホームページですが、例えば日弁連

のホームページのトップページがどうなっているかといいますと、このように

なっているわけです。一見してすごく情報量は多いんですけれども、ワッと情

報が目に入ってきて、やはり初めて見る方にとってはちょっと抵抗があるので

はないかと思います。また、ホームページのつくり自体が、スクロールをして

下に見ていかないと、マウスをクリックしていかないと全貌が見られない。こ

ういうものです。日弁連のホームページももちろん、非常に情報が豊富という

意味ではよろしいと思いますが、東京弁護士会のホームページのコンセプトと

しては、初めての市民にとっても一覧して内容がすぐわかる。こういうコンセ

プトを今回は統一して考えておりましたので、日弁連のように一気に情報がワ

ッと来るような形にはしていない、ということであります。 
 それから、ホームページのトップページの情報量というのは、一般の企業に

おいても非常に少ない傾向にあるようです。例えば、ＩＴ系の企業といいます

か電子系の企業ですけれどもソニーのホームページなどはどういうふうになっ

ているかといいますと……。パソコンの仕様の関係で真ん中が空白になってし

まっておりましてこの点大変失礼申し上げますが、真ん中には、実は簡単なグ
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ラフィックのレイアウトが入っているだけでございます。内容はほとんど入っ

ていないんですね。ソニーのイメージ写真的なものがナビゲーション・バーと

ともに入っているだけです。ソニーのトップページも、ただこれだけです。つ

まり、トップページというのは顔になりますので情報を沢山入れたいんですけ

れども、実はナビゲーション、操作性をよくすれば、トップページに情報を沢

山入れなくても、次にどこをクリックし、次にどこをクリックし、というガイ

ドがうまくできますので、トップページはまさに顔としてイメージだけで構成

をすればそれで足りるという形になるわけです。したがって、操作性を向上さ

せるというのは、自ずとトップページ自体をシンプルにすることができる。ト

ップページをシンプルにすることができるということは、自ずとその団体、企

業なりのイメージを、イメージ的なものとしてトップページで伝えていくこと

ができる。つまり文章の情報量がワッと来る形にならないようにできる、こう

いうことであります。 
 それから、トップページ全体にわたるレイアウトのリニューアルのポイント

として色調（色み）ですが、従前のホームページというのは、特にこの色とい

う色調が設けられておりませんでした。どちらかというと、淡い白い紙の上に

淡々とレイアウトをしたということなわけですけれども、今回は、やはりイメ

ージというものも重要だろうということで、色みをある程度統一的に設けまし

た。ナビゲーション・バーのところが一番はっきりとわかるところですけれど

も、青色系、寒色系の色みを中心にしてデザインをしているということです。

これは、やはり「知的な」というイメージを色自体が色の意味として与えると

いうことですので、それを採用したということです。 
 それからその下の写真部分ですが、今回はこのように、母親のように見える

女性と子どもということで家族をイメージするような写真を配置いたしました。

今までのホームページは、弁護士会の建物の外観が写っているものです。建物

の外観もそれなりに品格のあるような構成だとは思いますけれども、やはり市

民の目から見たときに、弁護士会の建物自体は何か威圧感があるのではないか、

また無機質な感じもするのではないか。ただビルが写っているだけですので。

したがって今回はビル、無機物が写っているのではなくて、やはり人が写って

いるものを入れようということで、このようなイメージ写真を、これも一体ど

ういう人を写すべきかということで担当者の中ではいろいろ議論をしたんです

けれども、詳細は今は申し上げませんが相当幾つかの案の中から選択をしたも

のです。 
 トップページに関してはおおよそ以上のとおりです。１つご参考までに、一

番最新の単位会のホームページとして大阪弁護士会があります。大阪弁護士会

のホームページは、私から見るとなかなかよくできているなという感じはしま

す。特に市民の観点に立って、非常に弁護士会のホームページならざる、「どな
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いしょ.com」というように何か魅くものがある、そういうホームページのよう
に思います。この辺は大いに参考にできるところだと思いますが、東京弁護士

会とは、ホームページのつくり込みにおいてコンセプトそのものが違うという

印象はあろうかと思います。東京と大阪の、何となく土地柄というような感じ

もしないでもないですけれども、基本的な発想というかデザインのセンスがち

ょっと違うように思います。ただ、大阪弁護士会も一応事前に研究はしたんで

すけれども、例えばトップページに「このサイトについて」という表示があっ

たり、あとナビゲーション・バーも縦にありますがもう少し分類できるのでは

ないか、大分類が更にできるのではないかという感じで、情報量がトップペー

ジとしてはちょっと多過ぎるのではないかという感じがいたしました。当会は

もう少しシンプルな形にしている。この辺はどちらかというと趣味の問題もあ

ろうかと思います。 
 トップページに関しては以上でございます。 
 引き続き、各ページについて簡単にご説明をしていきたいと思います。 
 まず「東京弁護士会とは」というところからまいります。「東京弁護士会とは」

というページをクリックをしますと、東京弁護士会の中のメニューの説明画面、

つまり中分類の説明画面が１ページに出てくるようになっております。従来の

東京弁護士会のホームページは、「東京弁護士会って？」をクリックしますと、

このような画面が出てきたところです。似たような画面はありましたけれども、

今回は、同じメニューのためのワンクッションとしての画面として、ただメニ

ューを並べるだけではなくて、東京弁護士会のごく簡単な概要、アウトライン

をここに説明させて単なるメニューの羅列にならないように、この先のメニュ

ーには一体どういうことがあるのかということの、ごく入口としての粗筋みた

いなものですけれども、そのアウトラインを簡単に書く形にしております。ま

た、右側に「東京弁護士会とは」というメニューを設けまして、あらゆる視点

でとにかくナビゲーションできる。つまりこの画面を見ておわかりになるよう

に、一番上の横のナビゲーション・バーの「相談する」「お知らせ」云々と、こ

こでナビゲーションできます。それから右の縦並びのところで、「東京弁護士会

とは」の中のナビゲーションができます。それから、全く同じナビゲーション

が一番下の四角で括った部分でもできる。目に付いたところに全てナビゲーシ

ョンができる、そういう仕組みをつくっているわけです。 
 「東京弁護士会とは」の中で、例えば「東京弁護士会の概要」というのがあ

りますが、東京弁護士会の説明がこのようになされています。表組みと図で説

明をし、かつ、スクロールも余り長くならないようにせいぜい 2 画面分ぐらい
でまとめる。3画面、4画面になるようであれば別にもう 1ページ設けるという
形で、余り縦長にならないように配慮しております。旧来のホームページは、

専ら文章で縦に延々と説明をするという形でありましたので、やはり一覧性を
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欠きますし読みにくい。せっかくのホームページなのにイメージがしにくい、

という反省がございました。それから例えば「役員からのご挨拶」というペー

ジです。従前のホームページは会長のご挨拶があるだけでしたが、今回は理事

者全員の顔が見える方がよろしいだろうということで理事者全員からご挨拶を

いただきましたし、また、それぞれの写真も極力にこやかに写っていただく。

会長のお顔も今回はにこやかに写っているということです。個別に全部説明を

申し上げませんけれども、このような形で「東京弁護士会とは」という説明を

しているところであります。これは一般的に東京弁護士会が何をやっているの

か、どんな活動をしているのか、東京弁護士会のアウトラインをここでおおよ

そ説明をする、こういうコンテンツです。 
 次に「お知らせ」です。この「お知らせ」は、デザインは同じですので特に

申し上げることはありませんけれども、コンテンツの中身としましては、単純

にイベントの情報を告知するものと、弁護士会が一般市民の皆様に知っていた

だきたい、弁護士会からいろいろと啓蒙したい、そういうものも含めて「お知

らせ」の中に載せております。したがって中身としては、イベントの告知的な

もの、「イベントのご案内」というものや、それから弁護士会の意見としていろ

いろと市民の皆様方に伝えたいもの、これは非常に重要な意義のあるものだと

は考えておりますけれども、それが「東京弁護士会の意見」という形でここに

まとめて全て記載をしてあります。従前のホームページはこの点がやはり各メ

ニューにばらけておりまして、例えば「イベント情報」という形で「What's New」
のところに、これは最新のものだけですけれども記載をしていたり、あとは「東

京弁護士会って？」という、本来弁護士会の単純な紹介をするべきところに「会

長挨拶」と並んで「会長声明」があります。同じ「会長」が付いても、会長の

ご挨拶と声明というのは意味が相当違いますので、同じ「東京弁護士会って？」

という中に分類されてしまっていたところを今回は正しく分類をし直したとい

うことです。 
 次に「相談する」の項目です。先ほどご説明しましたように、「相談する」と

いうのは法律相談に限らないということですので、網羅的にいろいろなメニュ

ーを設けてあります。特に、このように１つのところに相談関係を全部集中さ

せたというのは、市民からのアクセスが直ちにできるようにする、こういうコ

ンセプトに基づいたものです。従前のホームページでは、相談の関係は「法律

相談」というコーナーがあり、またその下に「弁護士会へのご質問」というコ

ーナーがあり、複数に分かれていましたのでこれをまとめたということです。

それから、例えば「相談する」の中に「借金問題」という分類がありますが、

具体的な問題に関してクリックをするとこのような個別のページに至ります。

この個別のページも、相談窓口としてどういったものがあるのかということを

まずご紹介をしているわけです。また、弁護士会の法律相談センターというの
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は沢山ありますが、それぞれのセンターで専門分野が設定されているものがあ

りますので、例えば借金問題に関しては神田と四谷の法律相談センターが専門

のセンターですからそこがトップに来て、かつ色分けをしてわかりやすく、市

民の目がそこに向くように配慮したということです。また、同じページの上の

部分に「相談窓口一覧」と「よくあるご質問」という２つのナビゲーションを

設けてあります。同じ「借金問題」をクリックして「相談窓口」を見ることも

できるし、また「よくあるご質問」の方をクリックすると、借金問題に関して

ごく簡単なよくあるご質問を、この場でオンラインで見ることができる。こう

いう仕組みになっています。従前のホームページでは、相談窓口に関するペー

ジは、一律に法律相談センターの案内ということで、およそ東京弁護士会が係

わっている法律相談センターの窓口を全部ただ羅列しただけ、というふうにな

っておりました。これでは、一体どこに相談に行ったらいいのか。まぁ、もち

ろんどこに相談に行ってもいいことはいいんですが、例えば霞が関の法律相談

センターに借金問題で相談に行くと、多分、神田や四谷に行ってくださいと言

われると思うんですね。いわゆるたらい回し状態です。これは市民の皆様にと

って不親切だろうということで、このように窓口を羅列するのではなくて、今

回のホームページのように、まず、お悩みの問題を切り口にして、その問題か

ら一体どこに行けばいいのかというのをホームページ自体ですぐにわかるよう

にしているということです。それから、今回は「窓口一覧」と「質問」を同じ

ページに載せましたが、従前のホームページでは、これが分かれて記載をされ

ておりました。「センターのご案内」と「法律相談Ｑ＆Ａ」というのが別のペー

ジに載っていましたので、やはりこれも「問題」という切り口から、「センター

のご案内」から「法律相談Ｑ＆Ａ」から全部１つの同じページに載った方がわ

かりやすいだろうということで１つのページに載せた、ということであります。 
 尚、「相談する」という中分類の四角で囲われているメニューですけれども、

「逮捕／刑事事件」「離婚・相続／家事事件」「交通事故」「借金問題」を特に取

り上げ、その下に「その他の問題」ということで更にまた細かく分類をして、

相談窓口などにアクセスできるように配慮しております。これも本来であれば

全部の類型をメニューとして載せたいところですが、それではやはり一覧性が

悪くなるだろうということで、質問・相談の非常に多い典型的な相談や緊急性

のある刑事事件に関して、1、2、3、4ということで、刑事事件、家事事件、交
通事故、借金問題の 4 つをピックアップして、これはメニュー階層を１つ上げ
て特別扱いにしているということであります。 
 次に、「司法修習生のページ」「法律事務職員のページ」はそれぞれの対象向

けのページですのでご説明は省かせていただいて、「会員専用ページ」をご覧に

入れたいと思います。この「会員専用ページ」は４年前のリニューアルのとき

に設置をしたもので、今回もやはりデザインのリニューアルではありますけれ
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ども、一般の方はここから先はアクセスはできないようになっています。東京

弁護士会の会員と、その会員の事務所に所属する事務職員がアクセスを許可さ

れているところです。会員向けのホームページも、デザインのレイアウトは全

く同じですが、ここは会員の専用ページですよということが会員にとってすぐ

にわかるようにするために、ナビゲーション・バーの色みを、青ではなくてグ

リーンを基準に、そこだけを変えてあります。したがって、グリーンなのか青

なのかで、会員自体は一体今自分はどっちのページにアクセスしているのかわ

かるようにしてあるということであります。また、写真も当然また差し替えて

あるということであります。会員向けのホームページについては、一般市民向

けのホームページではないために、一般市民の皆様はこちらにアクセスしませ

んので、会員が検索しやすいようにするという点をデザインの主眼に置いてあ

ります。したがって、相当に専門用語であるとか、あるいは専ら文書のみで出

てくる。原則、図解等はしておりませんけれども弁護士自体が情報の獲得源と

して、今後こういったページをますます使えるようなそういう受け皿としてデ

ザインをしていっているものです。 
 また、これはリニューアルしてということではないんですが、昨年度からス

トリーミング放送と言いまして、弁護士会の研修をビデオ録画をしてそれを会

員のホームページで放映する。これを年に何回か試験的に去年運用しておりま

して、それが、例えば多摩支部の会員であるとか東京弁護士会の建物に短時間

で来られない会員が事務所にいながらにして弁護士会の研修を見ることができ

る、ということで昨年度好評を得ましたので、また今年度、来年度以降、その

辺のストリーミング放送を本格的な運用にもっていく、そういう受け皿として

も会員向けのホームページを使えるような仕組みになっております。また来年

度以降、会員がオンラインで各種申請をここからできる。いわゆるホームペー

ジでオンラインショッピングというのがありますけれどもそれと同じような発

想で、現在、会員の事務手続は専ら 6 階の窓口に来てやるのが原則になってお
るわけですが、そうではなくてホームページを使って会員が、事務所にいなが

らにして各種申請などができるようなそういう仕組みをつくろうとしていると

ころです。これはホームページのリニューアルだけで対応できるものではない

ので、事務局のコンピュータの刷新などと同時並行で今検討中で、そのための

受け皿としてここが使えるような仕組みにしてあるということであります。 
 会員向けのホームページのコンテンツについては、会員向けの、まさに専門

的な内容が比較的書かれてありますので、今回説明は割愛させていただきたい

と思います。 
 以上で、今回リニューアルになりましたホームページの説明は終わらせてい

ただきたいと思います。どうも失礼いたしました。 
【川合副会長】 それでは、ここから先は議長にお願いいたしまして、今のホ
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ームページに関するご質問・ご意見、あるいはそれぞれ委員の方々が所属され

ている団体のホームページ等について、ご発言いただきたいと思います。 
【紙谷議長】 カウンターは付けないんでしょうか。 
【小川嘱託（広報室）】 カウンターを付けることは可能ですが、あえて付けて

いないというか、最近、企業のホームページだとかそういったものではカウン

ター自体付けない傾向にあるようです。どちらかというと企業だとか先進的な

団体のホームページのデザインセンスに倣ったものをそのまま使おう、という

形でやっております。一応、アクセス数などは毎月月次のレポートで業者から

来ていますので、会としては把握をしております。 
【紙谷議長】 実際には、どのあたりが一番アクセスが多いですか。 
【小川嘱託（広報室）】 法律相談関係がもう圧倒的です。 
【紙谷議長】 カテゴリーとしても「法律相談」ということで、今ですと「相

談する」というところに全部入ってしまうような感じですか。 
【小川嘱託（広報室）】 そうですね。従前ですと、「法律相談」の「法律相談

Ｑ＆Ａ」であるとか「弁護士検索」であるとか、法律相談センターの案内に行

くリンクであるとか、その辺のクリック数が圧倒的に多いですね。 
 ちなみに、毎月のアクセス件数は約 11万 2,000件ほどです。いわゆる「グー
グル」という定評のある検索エンジンで「弁護士会」で検索をしますと、リス

ト中 2 位に東京弁護士会は出てまいります。ちなみに「弁護士会」で検索をし
た場合の 1位は日弁連、2位は東弁、3位は一弁、4位は大阪弁護士会、5位は
二弁、6位は名古屋弁護士会です。それから「弁護士」というキーワードでグー
グルで検索をしますと、これはちょっと残念ながら 4 位に東京弁護士会が出て
きます。1位は日弁連、2位は一弁、3位は個人のホームページです。それから
「東京」というキーワードと「弁護士」というキーワードで、アンド検索（両

方兼ねた検索）をしますと、1位は東京弁護士会、2位は一弁、3位は二弁とい
う形で出てまいります。 
【安井規雄副会長】 調布市役所のホームページも当然あると思いますが、か

なり詳細ですか。 
【長友貴樹委員（調布市長）】 載せる情報がものすごく多いんですね。だから

こそ要領よくつくっていかなければいけないということであり、そういう意味

の苦情は絶えないんですね。自分が欲しい情報に辿り着かない。それはもちろ

ん、一つ一つのご批判とか要望に応えるようにはしますが、先ほどの話にもあ

るように、パッチワークじゃ駄目なんですよね。やはり変えるなら思い切って

全て骨格を変えないと駄目だということで、先ほど来のお話は私にとっても大

変参考にはなるなという感じでお聞きしていました。 
 では、ご質問の中にも幾つかあったのでその線に沿って考えてみますと、私

どものつくっているホームページのコンセプトは、そんな特別なものか。ホー
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ムページをつくるというのは、やはり欲しい情報が誰でも簡単に容易に入手で

きる。それから、いつでもどこからでもアクセスできるということは恐らく変

わりないだろうということですから、余り特別なことはない。こちらのホーム

ページと同じで平成 9 年に開設をして今に至っています。当初は 2 名の広報課
の担当職員がいましてこの 2 名でホームページの内容をコントロールしていま
したが、情報量が飛躍的に増えてきて「あれも入れたい、これも入れたい」と

いうことになってきた。それは各家庭においてパソコンが普及したのと相まっ

てですけれども、そういう情報が増える中で迅速な情報公開をのために、平成

14年に 1回リニューアルをしております。そのときから、とても 1人や 2人の
貢献ではホームページの運営ができないということで、全ての各セクションで

情報を作成して公開するシステムにしました。その方が内容を迅速に、また正

確を期して伝えることができるということでやっている。あと、音声読み上げ

ソフトの普及に伴って、視覚障害者にとってホームページが貴重な情報入手手

段になってきているということも、我々にとってはやはり力を入れていかなけ

ればいけない観点になっている。ＰＤＦ版を掲載する場合は、テキスト版を掲

載するようにしたり、音声読み上げに正しく対応する情報の作成に努める。こ

ういうようなことにだんだん力を入れるようにもなっています。 
 運用実績は、利用件数（アクセス件数）は平成 16年度実績で約 436万件です。
利用件数が多い項目は、市のホームページという性格上、やはりまず「手続関

係」、それから「市からのお知らせ」「施設案内」「広報・相談」という順番にな

っています。例えばということで言えば、我がまちでは、首都圏でも有数の規

模の大花火大会を毎年夏に開催しますが、これが近づくときには、もうそれに

関するアクセスだけでものすごい数に上るというところは、やはり私どもの情

報がどういう観点で有用かという、そういう遊びのイベント情報だけではない

ですがかなり顕著に傾向は出てくるという感じです。それから、１週間のうち

で新規に公開したものというのは、毎週幾つかあるんですね、かなりの量に上

るんですが。これに関してはメルマガを採用していまして、登録いただいてい

るのは主に市民が多いと思いますが、これは受動的に、自分がアクセスしなく

ても新規情報を入手することができる。これは私が市長になってから是非つく

ろうということで平成 15 年 8 月に開始して、まだそんなに多くはありません、
850 人程度の登録者数です。早く 4 桁に乗せてその中身も充実させていきたい
と思っています。これは毎週金曜日の午前１時を期して配信をしております。

私自身もこの会員ですから、毎週送って「今週はこういうニュースがあったの

か」と情報を得るようにしております。 
 利用者による意見、評判についてということですが、最近はパブリック・コ

メントということでホームページを見てご意見をいただく場合も増えてきたと

いうことで、私どもも市からの情報だけではなくて市に寄せられた主なご意見
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に対する市の対応も、年間 10回ほどの市民との意見交換の場でよくお聞きする
ことにしております。そういう中で、市に対するいろいろな施策を込めてホー

ムページの活用に関しても具体的に、できれば我々は、褒めていただくのは有

り難いんですが褒めていただくことは余り重要ではなくて、批判・改善点につ

いてご意見をいただきたいと思っています。私がメール等も目を通していまし

て、ごくざっくばらんに言うと、ある程度は市民生活にとって役立って、特定

の方にとってはなくてはならない存在に既になっている、ということは言える

と思います。ただ、先ほど申し上げましたように、見やすさということに関し

ては、どうしても私どもはそこに収集する情報を増やす傾向にまだありますの

で、批判をされる方からは「どんどん見づらくなっている」「自分が辿り着きた

い情報に時間がかかってしょうがない」という指摘があります。今、他の評判

のいい市のホームページも十分に参考にさせていただいた上で、骨格（フレー

ムワーク）を変えよう、第 2 次の見直しをやろう、ということを考えておりま
す。ただ、これはそれ相応のお金がかかるので、慎重に行う必要があります。

今日はそういう意味で、お聞きしていて、ナビゲーション・バーのつくり方な

んかはやはり非常に大まかな粗いところから入っていて、かつ、その内容は一

応第１ページで見られるようにもなっている、こういうつくり方がいいんだろ

うなぁとか、幾つか参考にはさせていただきます。 
 ホームページに対してご意見をというのがありましたので続けて言わせてい

ただくと、私自身もちょっと見させていただいたのと、こういうことに関して

は若い人の方が感覚がいいので、若手の職員 1～2名に見てもらって「忌憚のな
いことを教えてくれ」と言いましたので両方の観点からの意見だと受け取って

いただいていいと思います。非常に漠然とした言い方で恐縮ですが、総括的に

は、「弁護士または弁護士制度、それから弁護士会をよく知っている人には物足

りなく、知らない人にとってはちょっとわかりづらい」という面があるのでは

ないでしょうか。それから弁護士費用に対する情報などに関してそういうもの

を中心に、「一般市民が概略から詳細がつかめるようなところが物足りないと感

ずる人がいるのではないか」。包括的にはそういう意見がありました。 
 具体的には、まずナビゲーション・バーについてですが、私はご説明はよく

わかるような気がしました。やはり何が一番情報量として必要とされているか

ということでこういう並べ方、配置にされた、それはそれなりに私自身はわか

りました。ただ、他の者が見たときに、やはり、しかし弁護士会というものの

存在・構成がトップに来ないということは、感覚的に、このホームページ全体

がリーズナブルに並んでいるんだろうかというイメージをパッと持たれるおそ

れはあるのではないかと思います。「相談する」がトップに来るということは、

普通、違和感があるんじゃないですか。何回も言うように私自身は先ほどの説

明は大変わかりやすいので思い切ってこうされた意義はあるなと思いましたけ
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れども、裏腹な観点のイメージを持った人間もおりまして、「東京弁護士会とは」

「相談する」「お知らせ」という並べ方の方が最初の違和感を取り除くことがで

きるのではないか、ということが 1 つ。それから、弁護士を探すというのがや
はり一般的な感覚ではここにアクセスするときに大きな要因だろうということ

であれば、「弁護士を探す」は「相談する」から独立をさせてナビゲーション・

バーに取り入れられたらいいのではないかと、そういう意見もありました。 
 あともう少し細かく個々の内容についてということに関すると、「相談する」

から「相談センター」へ、画面展開されるわけですが、そこを見ようとしたと

きに、相談センターが何なんだろうかというのがその途中にないものだから、

やはりこれは、ある程度弁護士会を知っている方以外にはどうなんだろうとい

う気がします。あるいは、アクセスしなかったところにそれはあったのかもし

れませんので、それはちょっと探しにくかったということかもしれませんが。 
 それから、「相談する」から「弁護士を探す」にアクセスをしたときに、弁護

士の紹介画面に展開する前に 3 点の事項への同意を求められています。それで
「弁護士会は一切の責任を負わない」との記述があって、これは理に適ったこ

とだなぁというふうに理解は頭の中ではできないことはないんだろうけれども、

しかし、それであれば、この画面を設けられることの意義に照らし合わせたと

きにマイナスのイメージもまたあるんでしょうね、ということであります。誰

が読んでも、そういう但書を最初に念頭に置いてということであれば、この意

見を言った人間はちょっと辛辣な言い方なんですけれども、この欄は仕事が少

ない弁護士の紹介ページであり、このような同意をさせなければならないほど

弁護士とのトラブルというのは多いのかという不信感を抱かせることがありは

しないのか、と。そういう印象を持った人間がおりました。それから、アクセ

スする人間は当然のことでありますけれども非常に良心的で誠実な弁護士に辿

り着きたいと思ってこの欄を見るということであろうと思います。そういうこ

とからすると、逆に、もちろん弁護士の方の名前を挙げるということではあり

ませんけれども、トラブルの多い、トラブルになりやすい弁護相談のパターン

ですね、「こういう際にはこういう弁護士の方にはご注意を」というふうに書い

ていただいた方がむしろ見る側からすると参考になる。素人にはそういうよう

なイメージも捉えやすい情報となるのではないか、という意見がありました。 
 あとは、「東京弁護士会とは」という欄に、これもあるのかもしれないんです

けれども、もう少し当初からの設立目的、経緯等も書いていただければ、より

弁護士会の理解には役立つんでしょう、という話がありました。あと、今まで

のここの市民会議の議論の場で、私ども地方自治体も含めていろいろ法曹界と

いうか模擬裁判制度みたいなものにご協力もいただけるというのはありました

ので、それは大変結構なことだと思っています。そういう観点で私どもとして

は、青少年によりよい形でこういう制度全体を理解してほしいと今までにも思
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っていたわけであります。そういう観点からすれば、どこかに、まぁ大人が主

にアクセスするのではありますけれども、学校の先生等のいろいろ社会制度の

説明にも役立つという意味では、お子さんが見てわかりやすいようなページ、

親しみやすいような説明もどこかに入れていただくと大変有り難い。これは市

の職員であるからこその発想かもしれませんけれども、そういうようなことが

ございました。 
 私が一番最初に申し上げましたように、なかなか簡略で見やすいなぁという

のは、共通した、これを見た人間の感想であった、ということは一言付け加え

させていただいた上で、若干、気の付いたことということで何点か申し上げま

した。以上でございます。 
【紙谷議長】 余りにも立派な前例ができてしまったのでなかなか難しいです

ね（笑）。阿部さん、いかがでしょうか。 
【阿部一正委員（新日本製鐵株式会社知的財産部長）】 我々、会社のホームペ

ージも最近は非常に充実しておりまして、いろいろな種類の情報が沢山載って

いて、やはり自分が知りたい情報にいかに速く行くかというのも一番の問題に

なっていることはまさしく弁護士会の方と同じですが、企業の方はどちらかと

いうと会社をよく知ってもらおうとか、要するに会社のためにというところが

非常にはっきりしているものですから、そこはもっとやりやすい話で会社の紹

介とか商品メニューとか技術の紹介とか、もうちょっと細かくいろいろな製品

の企画の話だとかそういうことが中心になっています。最近は就職情報とか、

まず学生が就職するためにはエントリーシートか何かがあってそこに登録をす

るとか、そういうものによく使われております。それから総会の関係の書類と

か、それから議決権行使が最近は電子メールでできるようになっていますので

そういう関係、そういう法定書類とか環境白書、定款、営業報告書、有価証券

報告書等、会社に就職したい人から見ると非常に沢山の情報が載っているし、

株主からしてもかなり興味のある情報が結構載せられているんじゃないかと思

います。 
 ただ、弁護士会あるいは先ほどの調布市の公共団体とは若干機能が違うんじ

ゃないかなと思うんですね。やはり公益を大事にしなければならないような団

体は、本当に難しいなぁという気がします。つまり、どういう人を予定してホ

ームページをやるのか。ものすごくいろいろな種類の人がいますから、それを

全部満足させようとすると非常に大変なので難しいとは思います。ただ、弁護

士会の話だけに焦点を当てて言いますと、日弁連と各弁護士会の関係がよくわ

からないというか、どっちにアクセスした方が情報がとれるのか時々迷うこと

があります。それから今、各弁護士会が皆さんホームページを持っていますが、

みんなそれぞれ工夫を凝らしてやっているものですから、もっと何か統一的な

ルールがあった方がわかりやすいんじゃないかなと思うんです。この弁護士会
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はどうなっているんだろう、この弁護士会はどうなっているんだろうと思って

１つのことを調べようと思うときに、各弁護士会のホームページによって全然

アクセスの仕方が違ったり、あるいはそこへアクセスしても何か別な観点から

書いてあったりしているところがあるので、今、創意工夫ということをやる時

代なのかもしれませんが、余り創意工夫の方だけに力を入れると、それぞれば

らばらになって若干使いにくい面があるんじゃないか。やはり我々は同じよう

なものだと思っているわけですよね、各弁護士会の機能というのは。だから創

意工夫というものと統一性というものとがあった方がいいのかなという気もし

ます。 
 これは質問ですが、日弁連と各弁護士会との間では、お互いにこういうふう

にテリトリーというか分野をこうしましょうねという約束事はあるんでしょう

か。 
【小川嘱託（広報室）】 ホームページに関する限りはありませんね。ＩＴだと

かＯＡに関して携わっている委員がお互いに面識があったりするので、そうい

う事実上の情報交換をしたりすることはありますが、いわゆる公式に調整をし

たり、あるいは何らかの機関で何かスタンダードをつくってということはない

ですね。 
【阿部委員】 僕らみたいにどちらかというとかなりプロフェッショナルなレ

ベルから言うと、やはり各弁護士の能力とか、過去にどういう事件を手がけて

どういう成果が上がったとか、そういうところを非常に調べたいという欲求が

あって、弁護士年鑑みたいなものはあるんだけれども非常にアップツーデート

が遅いものだから最新の情報がよくわからないんですね。だからそういうのが

このホームページから詳しく取れると非常に有り難いと思いますが、その辺は

いろいろと差し支えがおありと見えてなかなか思うような情報が上がっていな

いというふうに感じております。 
【紙谷議長】 ホームページからどんな情報を欲しいのかというのはかなり

様々ではないかなということだと思いますけれども、岡田さん、いかがですか。 
【岡田ヒロミ委員（消費生活専門相談員）】 私は 3つの弁護士会を外から見て、
それぞれに特色が分かるような気がするのですが、今回のホームページのトッ

プページを見せていただいて、それがはっきり出ているな、という感じがしま

す（笑）。特に東弁の旧ホームページの弁護士会館のビルはとても親近感が感じ

られません。それに比べて今回のはとても明るくて家庭的でいいなという感じ

がするし、色も清潔な感じがしていいと思います。 
 ただし、相談者も相談するところをホームページでアクセスして、そこでど

うにもならなくて消費者センターへ来るというのがあるんです。その先が、か

なり地方の行政書士だったり司法書士だったり、何で東京からそういうところ

へアクセスするかがわからないんですけれども、多分アクセスしやすいような
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ホームページになっているんだろうと思うんですね。その辺、実際のを見てい

ないんですけれども、たまたま相談者がプリントアウトしたのを見ると、もう

何でもやるというような専ら売り込みの感じなんです。相談は無料だというふ

うな感じで入っていくんですけれども、最終的には必要でもない書類まで作ら

されてお金を取られて全然状況がかわらないからというので、警察にまず行っ

て、警察から消費者センターへ誘導された、というのがあったんです。センタ

ーとしては、「解決しないからもうあなたとの契約はやめたい。ついては消費者

センターへ相談したい」というメールを送るよう助言したわけです。そうしま

したら、「業務は終わっていない。やめるについては何十％かの損害賠償をしろ」

というのが来まして、何だこれ、という感じを受けたんです。それをその地域

の行政書士会にクレームとして上げても全然受け付けてくれないという感じで、

これから先ますますこういう関係のトラブルが消費者センターに入ってくるん

じゃないかという感じがします。ですから、消費者にとって一番有効なホーム

ページに近づいてほしい、アクセスしてほしいんです。それから考えると、先

ほどおっしゃったように、紹介はするけれどもクレームというかそのことに関

しては自己責任だよという言い方をされると、多分消費者はそういうところへ

頼まないだろうというのが 1つ。 
 次に消費者自体、東京弁護士会、一弁、二弁の区別がつかない。日弁連との

区別もつかないわけです。先ほどホームページのアクセスの件数を聞いたとき

に、一弁、二弁の順位では、一弁が結構高いですよね。やはり消費者の認識と

しては、「二」よりは「一」がいいだろうし、では「東弁」の「東京」というの

は何だろうか、というふうに思っているんじゃないかと思うのですが。もう１

つは、弁護士自体が名刺に所属の弁護士会名が入っていないんです。あれもや

はり不親切じゃないかなと思います。というのは、消費者が相談に行って名刺

をもらってきたと言うんですけれども、それはどこの弁護士会に属しているか

わからないから、日弁連に聞かなければいけないわけです。だから名刺に「東

京弁護士会所属」とか「会員」とか書いてあれば、即、そちらにこちらからも

何らかの情報を知りたいとかそういうアクセスもできるし、あとは、消費者問

題に関しては東京弁護士会は一番歴史も古いし、詳しい先生方も多いとかそう

いう誘導もできるんです。 
 ですからそういうこと等を考えますと、まぁ「相談する」が最初に来たのは

とてもいいと思うんです、私たちの立場から。でも、果たしてどのぐらいの人、

消費者がそこまで行くのかなということに関しては、せっかく苦労なさってい

るんだけれども何かもったいないなぁという感じがしました。 
【紙谷議長】 藤森さん。 
【藤森研委員（朝日新聞社編集委員）】 大変丁寧に教えていただきましてあり

がとうございます。いろいろな細かい心遣いやアイデアを用いながら大変なん
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だろうなということはわかるんですが、私のような電子オンチの者にとっては、

前のと今回のスタイルと、趣味の違いかな、という感じがしないでもない（笑）、

大変失礼ですが好みもあるだろうな、という感じもいたします。今日、来る前

に新しいホームページを見てきました、僕がまずクリックしたのは、「相談する」

みたいな実務的なものではなく、冷やかしで入ったから非常に特殊だと思いま

すけれども、憲法改正国民投票法案の 9月 22日の会長声明でした。それを読ん
で「へぇ、いいなぁ」と思っておりました。旧ホームページにもあったわけで

すけれども一番下の位置だったので、何となく今の方が僕には引きやすいなと

いうことでしょうか。あと、先ほど長友さんがおっしゃったように「弁護士を

探す」をやってみまして、いろいろなるほど前提を付けてから入っていかなけ

ればいけないんだなと思いましたが、入っていくと、開示されていない部分も

沢山ありましたけれども、それなりに一生懸命開示の方向で努力しておられる

なということは感じました。できるだけオープンにして選択をさせようという

ことですね。 
 あと、今出ているトップページで、「相談する」「お知らせ」「東京弁護士会と

は」という大分類、ナビゲーション・バーと言うんですか、これはすごくやり

やすいなと私も賛成でございます。それは前より明らかに改善されたところだ

ろうと思います。ただ、一番下に、「相談する」の内容、「お知らせ」の内容と、

全部ありますよね。その意味ではダブりになっているわけですね。それから、

先ほど見たページでは、下の方と右側にもダブりで全部ありました、項目が。

これがはやりなんでしょうか。僕は何かちょっともったいないような気もする

んですが、スペースが。 
【小川嘱託（広報室）】 あえてダブらせているんですね。特にほとんどのペー

ジはこのレイアウトで、つまり 3 つダブっているんですね。要するに、どこに
視点が行っても移動ができるようにする。こういう趣旨であえてダブらせてい

る。私もこれを自分で検証したわけではないからわからないんですけれども、

いわゆるホームページの作成の専門業者にも依頼しているんですがその分析に

よると、やはりダブらせる方が一般的に操作性がいいというふうに感じる人が

極めて多いんだそうです。ですからスペースとしては確かにもったいないんで

すが。というか、見ると半分ぐらいがナビゲーション関係で中身の部分が半分

ぐらいしかないんですが、この方が操作性がいいと言われているのでそれに従

ったと、こういうことです。 
【藤森委員】 わかりました。あと、面白かったのは、先ほど見せていただい

た会員向けのところで、裁判官についての評価を求める双方向型です。あれは

何に使うんでしょうか。 
【伊藤茂昭副会長】 現在、裁判官の、10 年ごとに再任の手続がありますね。
再任の手続が大きく変わりまして、かつては最高裁が再任するかどうか決める
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だけだったんですが、現在は地域の指名諮問委員会という一般の方を入れた会

議がございまして、そこに弁護士会から情報を上げるという仕組みができたん

です。それを弁護士会の中で、自分が担当した事件の裁判官に対する意見があ

ったらお聞かせください、という委員会をつくりましてそれを上げる仕組みの

ものをやっていまして、ホームページでも、「情報をください」ということで呼

びかけている、こういう仕組みなんです。 
【藤森委員】 よくわかりました。最後に、私の属する朝日新聞社の

「asahi.com 」を紹介します。主に「無料でニュースをお知らせします」とい
うことに使っていて、一日に 800 万ページビューがあります。それは無料です
が、まぁ日本じゅうそうですね。それから外国の新聞社も１週間ぐらい、例え

ばサンフランシスコクロニクルなんかも、記事を全部無料で出しているんです

ね。データベースになると有料化しますが。レイアウトの仕方としては、新し

い東弁さんのにちょっと似ているかな。新着情報部分がやはり一番メインにな

って目を引くようにという感じでつくっているようです。それで上のナビゲー

ション・バー方式も同じで、例えば「朝日新聞社から」などというのをクリッ

クすると、社としてのお知らせなどがスッと出てくるという形になっています。

以上です。 
【紙谷議長】 ありがとうございました。私のところはどうなっているのかと

いいますと、最初に大学が勝手につくって、今、法人がそれを上からコントロ

ールしているアンブレラの下にいっぱい入っている。いっぱい入っているとい

うことは目的地になかなか着かないという、常にそういう文句が出ております。

一番アクセスの多いページは入試に関する情報で、そこにいかに速く行かせる

のかというのが毎年議論になりますが、やはり偉い人の顔を速く出したいとい

う人がいたりしてなかなか思うようにいかない。今は大分隅の方に追いやられ

ているんですが、何となくそういうふうになっております。アクセス数はちょ

っと聞かなかったのですが。あとは、各部門まで下りてきてしまうとそこが責

任を持ってやるということで、最初の 2～3レベルぐらいまでは一見すると共通
する枠組みになっているという形でつくっております。どういうのがいいのか

というのも、若手の職員にいろいろ聞いて選んでもらったんですが、しばらく

すると、やはりあのセンスは古かったというのが 2～3年後に出てくるのでもう
そろそろ変え時なのかなぁと思っておりますが、全部変えるのはやはり大変と

いうことで上だけまたちょっと変えるという、ここと同じような議論が出てい

ます。しかし、大学の時の流れからいたしますと、5年というのは割とつい最近
のことなので「つい最近変えたばかりではないですか」というクレームが、ち

ょっと提案をするとそういうふうに沢山出てくるので、うらやましいなぁと思

いつつ、なかなか要望には反映されないような仕組みになっております。 
 戻りまして東弁の方ですが、情報量が結構少ないんですよね、1ページごとに
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関して。それは、先ほどの、これから先に行くところを沢山出せば出すほど、

そのページに入っているのは少なくなってしまう。例えば、もちろん相談をし

に来る、困った問題を抱えている人というのもかなり大きいと思いますが、そ

れこそ、生徒の夏休みの自由研究の対象としての弁護士であるとかというよう

なことを考えた、例えば日本の弁護士の歴史であるとか、いつからこんなふう

になっているとか、単位会と日弁連との関係はどうです、日本では全員がどこ

かに所属しないといけないんですよ、というようなことから、全部そういうこ

とを網羅するような、いわば情報それ自体があったらもっといいのかなと。日

弁連と弁護士会との関係がわからないというのも、多分そこを調べても全然出

てこないわけです。「19世紀末からありました」と書いてありますが、その後ど
うして「一、二、東京」ができちゃったのというのはちょっとわからないわけ

ですし、それはひょっとすると階層の一番下の方で提供する情報で十分なのか

もしれませんが、例えばこれから法律家になってもらう人をもっと増やすとか

関心を持ってもらうとかという観点からすると、そういう情報があった方がい

いのではないか。例えば、一般的に企業ですと百年史とか五十年史とかに載っ

ているような情報も実は最近はそういうところで見るというのもありますので、

そういう情報があったらいいのかなと思います。 
 これは要するに誰を想定してページをつくっているのかというときに、もち

ろん困った人が相談に来る。先ほど一番最初に伺った、どこを一番利用します

かというのはまさにそういうことで、確かに「相談する」をトップに持ってく

る理由もそれなりに現実を反映しているということだと思いますが、例えば「法

の日」についてみんなにもっと知ってほしいというときには、三弁護士会が共

同でそのときのためのホームページを立ち上げて、そこからみんなのところに

リンクが行けるようにするとかというような企画もあってもいいような気がし

ますし、弁護士会だけではなくて司法書士会等隣接法律職などとの共同で何か

をするということも考えられるのではないかと思います。「弁護士会Ｑ＆Ａ」と

いうのをもっとずっと下まで行くと私が言ったようなことが書いてあるのかな

という気はちょっとしていたんですが、たしか私が見た限りでは「1890年の・・・」
という 1 行だけしか歴史に関してはなかったような気がします。例えば、余り
知らない人に「ここを見たら日本の弁護士制度がわかりますよ」というような

ものがあれば、私も学生にそう言えばラクかなぁという気もするんです（笑）。

「自分で探しなさい」と言ってホームページだとすぐに見てくれる、「本を探し

なさい」と言うと全然探さないという最近の現実があるもので。 
 今ちょっと気になるのは、「個人情報保護方針」というのを一応挙げてらっし

ゃるんですけれども、これはどういう形になっているのかなということと、ど

のぐらい皆さんここにアクセスしますか。ほとんどゼロですか。 
【小川嘱託（広報室）】 アクセス数は把握していませんが、余り多くはないと
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思いますね。 
【紙谷議長】 こことか「プライバシー・ポリシー」みたいなものは、ほとん

どやはり皆さん関心を持ってらっしゃらないですか。 
【小川嘱託（広報室）】 上位でそこをアクセスしているというのは、レポート

の中には余りないですね。 
【紙谷議長】 それがやはり一番問題かもしれないんですけれども。あと、英

語のページはどうなっていますか。 
【小川嘱託（広報室）】 英語のページは、一般的なことを網羅的に説明してい

るにとどまっています。全コンテンツの英訳はちょっと難しいので。 
【紙谷議長】 例えば、英語の場合の法律相談等はどうなっているんでしょう

か。 
【小川嘱託（広報室）】 東弁のホームページは、概略をこの程度記載している

ぐらいで、あとは、それ以上のものにはなっていないです。 
【紙谷議長】 そうすると、例えば「弁護士を探す」で、「英語で対応が可能で

す」とか「中国語で対応が可能です」などという、そういうような検索を英語

で入れたりするのはなかなか難しいと。 
【小川嘱託（広報室）】 技術的には容易なんですが、多分費用的に、データベ

ースの構築というのは結構お金がかかる部分なのでその対応がどうかなという

ところです。 
【紙谷議長】 むしろこちらまで連絡していただくと個人ベースで接触した方

が速い、というそういう感じになってしまうということですか。 
【小川嘱託（広報室）】 そうですね。「外国人相談窓口のご案内」をせいぜい

英語でさせていただいて対応した方が、という感じでしょうか、現実は。 
【紙谷議長】 恐らくほとんどの日本のホームページは、どちらかというと基

本的には内向きで済んでしまっているということだと思いますし、日本語のわ

かる人口相当数だという前提からすると今のところそれでいいのかなという気

もしますが、いずれは何らかの形でニーズはあると思いますし、それこそこの

問題に関してはもっと複数の弁護士会で横断的に考えた方が、共同した方が賢

明かもしれないなという気がします。特殊、東弁の問題ではないような気がし

ます。私のところにも個人的に「中国語のできる弁護士さん」とか「国際結婚

して離婚したいんだけれども誰が一番いいと思うか」というのは結構あります

ので、そういうふうに考えると需要はあるのかなという気がします。今、家庭

からアクセスできる人は人口の 15％ぐらいでしょうか。もっと上がっているん
でしょうか。とすると、実はこれにばかり頼っていては東弁の情報は十分には

伝わらないとは思うんです。あるいはもうちょっと高いんでしょうか、どのぐ

らいなんでしょうか。 
【柳瀬康治会長】 15％よりもっとありそうな気がしますが。 
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【紙谷議長】 でも、うちなんか、10 台パソコンが転がっていますから、そう
いうことを考えるとちょっとわからない。 
【岡田委員】 消費者センターに入ってくる相談では、結構インターネットで

アクセスして入ってくるのが多いですね。いわゆる悪質業者のサイトなんかを

見て、自分が契約した先はそこだからセンターでどうにかしてくれとか言って

くる。ただ、センターではそういうサイトを根拠に解約させることはできない

ということを言うんですが、なかなか納得しないんですね。「公になっているだ

ろう」と。そういう使われ方をしているんです。 
【紙谷議長】 まぁ、ひょっとすると、ちょっと能動的な人が多いかもしれな

い……。 
【岡田委員】 そうですね。聞く耳を持たないですね。 
【紙谷議長】 かなり岡田さんは困ってらっしゃるみたいですけれども（笑）。

ホームページでどんな人が、先ほどメルマガとの違い、受働的・能動的な、メ

ルマガだと自分で探さなくてもどんどん新しい情報が入ってくる。それに対し

てホームページというのは、やはりある程度自分で行かないと読めない、情報

が入らないということになりますと、かなり積極的にこうしようと思って探そ

うと思っているという部分には非常に効果的かなと。で、ひょっとすると、も

っとこっちの方に情報があれば動くかもしれないけれども、という人をどうや

って開拓していくのかというあたりを、ホームページというのは常に問題とし

て持っているかなという気がいたします。メルマガのような仕組みというのは

もう既にやってらっしゃるんですか。 
【小川嘱託（広報室）】 会員向けのメルマガは定期的に発行していますが、一

般市民向けのメルマガは今は発行していないので、追って、発行自体の検討は

大いにできると思うんですね。システム的にも難しくないと思います。 
【紙谷議長】 例えば先ほど出てきましたように、弁護士会の意見みたいなも

のであれば、何かある程度登録した先に「こういうものを出しました」と。こ

れは弁護士会としてかなり広く知ってほしい、わざわざホームページに見にき

てくれるのではなくて座ってでも押しかけていっても知ってほしい、というレ

ベルの情報ではないかと思いますが、何かそういう「登録しませんか」みたい

なものがもう１つここにあってもおかしくないのかなという気がします。そう

いう意味で大変面白いことかなという気はいたします。但し、メーリングリス

トに沢山登録をしていると、朝開けると沢山入っていて、もうとても見る気が

起こらないのでババババッと消してしまうという現象も他方でありますので大

変難しいかなと。効果的に情報を伝えるというのは大変難しいなと私も思いま

す。一応市民会議は勝手なことを言わせていただくということで（笑）、是非、

探しに来る人を待っているだけではなくて積極的に情報の押し売りをしていた

だければと思います。他に何かありますか。 
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【岡田委員】 結構、弁護士さんの名前を使われたりした架空請求がありまし

たよね。ああいうのはホームページで、「こういうのがあるけれども当弁護士会

には全く関係ありません」というのは出ているんですか。 
【小川嘱託（広報室）】 旧ホームページでは、それが非常にトピックになって

いたときにしばらくコンテンツとして設けていたんですが、今はちょっと落ち

着いたというか大体行き渡ったところもあるので、コンテンツとしては今閉じ

ています。 
【岡田委員】 そうですか。ものすごく巧妙になってきているんです。昔より

ももっと悪質になってきています。そんな弁護士はいないとか、いるが勝手に

使われたりとか、そういう情報を出していただくと、受け取った人間は、電話

がかかり難いときなど助かる。 
【伊藤副会長】 それはこちらの委員会で継続的に取り扱っておりまして、4月
の段階では、実在するのに近いところを名乗った、埼玉県に本拠がある犯罪者

集団が、ハガキで、そこに戻ってきたのだけで 700～800通あったんですよ。届
かないで戻ってきた。届いたのはどれだけあるかというと、非常に巧妙な手口

で、その中には詐欺的な文言が書いていなくて、そこへ電話すると詐欺が始ま

っていくという詐欺の端緒なんですけれども、それは警察にも告発いたしまし

て、弁護士会の記者会見もいたしましてある程度新聞でも取り上げていただい

て、それと同じような形式のものが、いろいろな形で、手を変え品を変え、か

つ 1 週間に 1 回ごとに更新した日付で全国的に出ているという事案があるんで
す。例えば化粧品なんかを売った代金が少々残っていますよという形で、これ

は相当な数ですね。暗数で被害に遭っている方もおられると思うんですね。積

極的にそれは同じものが続いていまして、今は新しいものが出る度に弁護士会

としては対応しています。更新する前の 4月、5月ごろには、それを毎日載って
いる形にはしておいたんですけれども。 
【岡田委員】 消費者センターで一々ホームページにアクセスして情報提供す

るという時間的な余裕もないもので、本人が自由にアクセスしてそれを見て安

心してくれればと思います。 
【伊藤副会長】 法律扶助協会に似た名前であったり、非常によくある名前で、

たまたま実在の名前とヒットするときが出てくるんですけれども、かなり悪質

だと。 
【岡田委員】 住所は少し違うが、電話番号は完全に違うんですよ。でも弁護

士さんは実在している、というものも過去にありましたよね。 
【紙谷議長】 それは、本人が知らないうちに名前を使われているんですか。 
【岡田委員】 多分個人情報が漏れて、そうでしょうね、知らないうちに。 
【紙谷議長】 そういうのをどういうふうにして警告を出すのかというと、や

はりトップページにワッと出すしかないですね。でも、被害というか、ハガキ
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をもらった人が弁護士会のホームページをそういうときに見るかと聞かれると

…。 
【岡田委員】 確かにそうなんです。ですけれども、やはり最近は年代も幅が

広くなっていますし、それからお年寄りでも結構パソコンをやるような方も増

えてきていると思います。 
【小川嘱託（広報室）】 今、ちょっと事務局に話を聞きましたら、非弁委員会

が担当していて、内容をアップデートしたものを委員会の方で検討中のようで

す。そのため、旧来のものをちょっと外しておいてくれということで委員会の

方から要請があったみたいなので、追ってまた新しいものが上がるかもしれま

せん。 
【伊藤副会長】 「トピックス」のところに何を載せていくかというのを、そ

の都度その都度、大体１週間ぐらい検討して何を載せようかという形でやるん

ですが、それをズーッと載せておきますと、インパクトがどの程度かというの

と、どの程度効果があるのかと。新聞、マスコミに書いていただくのが一番そ

ういう意味では効果があります。 
【岡田委員】 その「トピックス」のところに、例えば被害者弁護団とかそう

いうのもバンバン出していただけないでしょうか。消費者から「テレビで言っ

ていたけれどもどこの弁護士さんだろうか」と聞いてくることがありますが、

それは日弁連に聞いてもわからないんですよね。それぞれの単位会に聞かなけ

ればいけないのですが、「トピックス」の欄にそういうのがあるとすごくいいで

すよね。 
【柳瀬会長】 今のは若干難しい問題がありまして、被害者弁護団というのは

私的な弁護団なんですね。東京弁護士会とか日弁連が公認している弁護団では

ないんです。その一方で、例えば 110 番を、日弁連がやるときは全国規模で、
東京弁護士会がやるときは東京だけでやる。例えば過労死問題 110 番とか、こ
れは弁護士会がやる。これをホームページに載せているわけです。ところが、

今言ったような特殊な被害者弁護団というのは個人の活動ですから、その人た

ちを公的な弁護士会が支援できるのかという問題が若干ありまして、本当は支

援してもいいんですが。だからそこの区分けが難しい、というのがちょっと悩

みなんです。 
【岡田委員】 会員組織ですからね。しかも、例えば消費者問題委員会の弁護

士さんたちがグループでやりますよね。 
【柳瀬会長】 はい。ですから消費者問題委員会もやっているので、そういう

ものはもろに出すわけですが、個別の弁護団になってしまうとちょっと別な問

題が発生してしまう。こういう問題が若干あるんです。 
【岡田委員】 その辺は外からわからないし、あと、弁護士会等が認めること

ができるような被害者弁護団というのは、そうしょっちゅうはできないですよ
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ね。けれども消費者問題委員会の先生方というのは結構頻繁に、まぁ弁護団と

は言わないけれども、相談や 110 番をいろいろやっています。ああいうのをチ
ラシではなくてホームページで流してくれると、ずっと普及すると思うんです。 
【伊藤副会長】 私的な弁護団でもホームページを開設する、独自にしたりと

いうのはありますけれども。ただ、「東京弁護士会」と付いているのと付いてい

ないのでは大分インパクトが違うし、やはりある程度は区別はしないといけな

いというのはありますよね。 
【岡田委員】 何か途中からそういうことなのか、被害者弁護団の人たちも名

称を変えてきましたよね。 
【紙谷議長】 それを真似されるわけですよね、また。恐らく詐欺の組織など

で被害者弁護団という名称を使って……。 
【岡田委員】 わけのわからない被害者弁護団というか、そういう情報も入っ

てきます。 
【紙谷議長】 恐らく今の話とちょっと関係して、「東京弁護士会ホームページ

運用指針」のあたりと関係しているんでしょうけれども、かなり限定的にリン

ク先を考えているように理解したんですね。6条のところで、弁護士会、司法機
関、政府機関、国際機関、研究機関、その他公的な機関、当会所属の公設事務

所ということになりますと、非常に限定的に、例えばアスベスト被害者の何と

かみたいなものを立ち上げてもやはり私的な関係だということになるんでしょ

うねというふうに思いまして、そうすると、ここへ行ってすぐにパッと目的地

に行けるという形もなかなか難しいのかなと。 
【冨田秀実副会長】 例えばアスベストなどは、今、公害・環境特別委員会で

やっているんですね。夏期合宿をして、実際、東弁の方ではかなり早くから研

究・勉強をして、ただ、内部的な勉強が多かったのでこの秋には外部的なシン

ポジウム等をやろうと今企画していますが、それは委員会が何をやっているか

で出てくるんですね。実際にシンポジウムとか東弁主催になればそれは表に出

すことになりますけれども、そこまで行く前になかなか発信できないという部

分があります。委員会名の中でそれがわかってくる。 
【紙谷議長】 その辺がやはり「何か弁護士さんに相談したいんだけれども」

みたいな情報としてはなかなか使いづらいところですね。どちらかというと運

用指針は、私の印象では比較的堅いというか限定的な、最大の目的は誤解され

ないことである、というポリシーで作られているのかなと（笑）。 
【岡田委員】 やはり弁護士さんの数が多くて、いろいろな弁護士さんがいら

っしゃるんでしょうね（笑）。 
【柳瀬会長】 弁護士情報、専門家の情報、報酬問題が今一番の悩みなんです。

専門性を余り弁護士情報の中でやってしまうと、誰が認証してるの、という問

題が出る。かといって個人的に勝手に名乗ったらまたこれは問題だと。それを
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ホームページにどうやって反映させるか、というのが 1 つの悩みです。それか
ら報酬も、前は報酬基準というのがあってそれを載せていたんですが、公取委

が競争制限だということで全部廃止させちゃった。弁護士会もそうですけれど

も、廃止した関係で報酬を自由にしちゃった。そうすると報酬の基準なるもの

が出せない。弁護士会でいろいろ苦労して目安を出そうかと言ったんですが、

公取委は目安も駄目だという話になりまして、そうすると、今いろいろなこと

を考えて、例えば多くの弁護士からアンケートをとったらこの程度のものでし

たよ、というのを作って出そうかとか考えていますが、専門家の問題と報酬の

問題、これはホームページにとって非常に難しい。かつ、市民が最も知りたが

る情報が一番出しにくい我々の情報という関係にあって、それが一番の悩みと

いうところでしょうか。 
【紙谷議長】 ホームページだけではないですよね。報酬の話は前にもお話し

しましたが。 
【柳瀬会長】 はい。市民窓口のところでも出ましたけれども。 
【紙谷議長】 先ほど阿部さんがちょっと話した、この事件をどの弁護士が担

当しているというのは出てくる、それは事実なわけですよね。例えば判決文の

中にもちゃんと書いてある。そういう形で出すのは大変難しいですか。 
【柳瀬会長】 その情報が、我々の問題点としては、ひとつ平等に出せるかと

いう問題が１つあるわけです。会員を平等に、まぁ株主みたいなものですから

平等原則みたいなものが 1 つありまして、そうすると何から情報を取ってくる
か。今、判例の情報やなんかは法律雑誌に公表された判例というのがあります

が、それだけではないいろいろな事件を扱っている人が、判例になったものだ

けが弁護士の実績かというと、そうではない部分、大体民事事件の 80％ぐらい
は和解で終わっているわけですから、判例に出た事件だけが優秀な弁護士がや

っているという誤解を招きかねないということで、それもちょっと公的な情報

としては扱いづらい。但し、個々の弁護士が自分の事件を使うことは、依頼人

が承諾していればいいということにはなっているんです、広告規定の中では。

したがって個々の弁護士のホームページにアクセスすれば、書いてある弁護士

は何十人か何百人かはいるんだけれども、弁護士会の情報として扱うのはどう

かというとそこもちょっと悩みの種でして、なかなかそこも扱いづらいなぁと

いう問題がある。だから結果的には平均化してしまうから、先ほどの話ではな

いが、知っている人は物足りないし知らない人は役に立たないというこの問題

にぶつかってしまうわけです。 
【紙谷議長】 先ほど、判例集に載っているだけではなくて、判決は出ている

けれども判例集に載っていないというのが日本の場合山ほどございますよね。

本当はこれは公的な記録だからどこにも載らないのはおかしいんじゃないかと、

私など個人的に思ったりするんですけれども、ちゃんと最高裁の判決であるけ
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れどもどこにも載っていないとあたかも自分は何もやらなかったように見える

という不満があるとしたら、それは何となくよくわかるというかいろいろな意

味で問題かなと。それから、今、和解は 80％ぐらいですか。それはアメリカよ
りも低いですね。アメリカは 90 何％でしたから。法廷まで行く前に 90％とい
うふうに言っていますし、それから裁判をするだけが弁護士の仕事ではない、

予防であるとか交渉であるとかが重要だという議論をするのであれば、ここの

吸収合併を私は手がけました、という形も専門性を示すことになるとすると、

おっしゃるように何を基準にするのかというのは非常に難しいので、結局、本

人の自己申告に待たざるを得ないというふうに言われると、そうかなぁと思い

ますが、こちらからするとやはり知りたいです。率直に言えば知りたいです。 
【柳瀬会長】 ただ、我々としては、それを東弁のホームページに載せたとき

に、確認のしようがないんですね。自分の情報ですから。例えば「Ｍ＆Ａに携

わりました」と載せたときに、「本当ですか。じゃ、誰に聞くの、それは弁護士

だけに聞けばいいの」という話、いろいろな問題が出てきまして、有名なもの

だったらわかっているという話になるけれども、そこがいろいろな問題が出て

くると。 
【紙谷議長】 それから、ビッグネームの下で本当は自分が一番重要なところ

を書いたんだと思っている若手もいるかもしれないですし、そうなってくると、

いや、だから自分はちゃんとノウハウを持っている、偉い先生の名前しか出て

いないけれど。ですよね。その辺もかなり難しい問題になるのかなという気が

します。 
【阿部委員】 アメリカだと、そういうのは調査会社かなんかがそういう出版

物を出していますよね。 
【紙谷議長】 弁護士が 2 万人のときには、大体皆さん名前を見て「ああ、あ
んな人」と、少なくとも中ではわかっておりますが、これが 20万人、100万人
になってくると、「え？それは誰」と大半の弁護士についてお互い思うようにな

りますから、どこかで何らかの方法が必要になってくるのかなという気はいた

します。言いたくはないですけれども、法科大学院を出て試験に通らなかった

人がどうなるのかというのも含めて、あの人は通っていないのにあたかもみた

いなことをしているとかというもののチェックとかというのも、やはり重要に

なってくるのかなと。今からとても心配しております。 
【柳瀬会長】 例えば、今後増えるときになると、我々弁護士会はどうしても

規制の方向へ。今までは、例えば名称は自由だったんですね。例えば「法律相

談センター」と言ってもいいし、「日本一法律事務所」でもいいということで名

称は自由だったんですね。ところが増えてきますとどうしても規制をしなけれ

ばならないということで、規制の規約を作ろうということを今日弁連は考えて

いまして、品位に係わるようなものは駄目だとか、抽象的な名前の場合は、人
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が使っている名称を次の人は使えない。個人の名称、私、柳瀬だったら「柳瀬

法律事務所」というのは柳瀬が誰でもよかろうということになるわけです。そ

れからあと法律事務所の中に、分断使用の中でも合理的ではない分断使用を禁

止する。例えば「法律会計事務所」程度ならいい。弁護士は税理士業務もでき

ますから、「法律会計事務所」はいいけれども「法律政治事務所」などというの

は駄目だとか、そういう規制を今考える。そうすると、増えてくるとどうして

も方向性としては、昨年、職務基本規程という取締規定を抜本的に、昔は「倫

理規程」だった。それを「規定」に直した。それが取締規定に直って、今度も

また名称問題も、結果的には取締規制になっていく。だから人数が増えること

に備えると、前向きよりも後ろ向きの取締りの方向じゃないか、ということを

今執行部側は一般会員から批判されているというのが実態です。 
【紙谷議長】 いかに弁護士会は大変なのかという話に最後はなってしまいま

したが、本当は普通の人に役に立つ方向はどこなのかというのが一番重要なこ

とで、そのために、いろいろなことを自由に言わせていただく会合であると思

っているのですが、一般の人というのをどういうふうに想定するのか、あるい

は一般の人がホームページなり弁護士会に来てもらえるようにするにはどうす

るのかということについて、今日のいろいろな意見が少しでも参考になればと

思います。 
【川合副会長】 どうもありがとうございました。では、会長からご挨拶をお

願いします。 
【柳瀬会長】 今日は、東弁のホームページを見ていただき様々なご意見をい

ただきました。先ほど私の方から、弁護士会が今苦労しているという苦労の話

ばかりさせていただきましたけれども、ホームページもその 1 つの縮図でござ
いまして我々も悩みながら 1 個ずつ、ホームページのトップ画面に書いてある
ように我々は「あなたにとって身近な弁護士会をめざしています」ということ

で、市民のために何が一番使いやすいホームページなのかという点を模索する

と同時に、弁護士の情報をいかに市民に多く流し続けるかということを一生懸

命やっていきたいと思っております。 
 今後は、こういう役割は政府の方でも日本司法支援センターということで全

国につくりまして相談のアクセスのポイントをつくっていこうと。その中でも

弁護士会に対するアクセスというものは地方公共団体あるいは消費者団体等と

ともにあるわけですが、そうした中で、具体的にどのような目安を持っていか

に多くの情報を市民に伝えていくかに意を払っていきたいと思いますので、今

後ともいろいろなご意見をお寄せいただければと思います。今日はどうもあり

がとうございました。 
【川合副会長】 今日はどうもありがとうございました。 

           （閉会 午後 5時 30分） 
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（了） 


